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条
例
議
案

●
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定

（
第
87
号
議
案
）

　

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
伴
い
、

国
の
基
準
を
踏
ま
え
、
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

あ
り
、
令
和
８
年
度
か
ら
乳
児

等
通
園
支
援
事
業
、
い
わ
ゆ
る

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」

を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

本
事
業
実
施
に
よ
る
、
通

常
保
育
へ
の
影
響
は
な
い
か
。

答　

本
事
業
は
そ
の
実
施
時
間

を
午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で
を

除
く
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
２

時
ま
で
の
間
で
実
施
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時

間
帯
は
、
子
育
て
世
帯
の
保
育

士
が
比
較
的
多
く
勤
務
し
て
い

る
時
間
帯
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

通
常
保
育
へ
の
影
響
を
最
小
限

に
と
ど
め
、
事
業
を
実
施
で
き

る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

先
行
し
て
実
施
し
て
い
る

他
自
治
体
の
声
等
が
あ
れ
ば
伺

う
。

答　

豊
川
市
の
例
で
言
い
ま
す

と
、
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
た

上
で
ご
利
用
い
た
だ
く
事
に
苦

慮
す
る
と
共
に
、
利
用
予
約
の

方
法
や
募
集
期
間
の
設
定
、
空

き
枠
に
対
し
て
再
募
集
を
す
る

の
か
等
、
職
員
の
負
担
と
利
用

者
の
利
便
性
の
両
面
に
配
慮
し

た
運
用
方
法
に
多
く
の
課
題
を

感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
こ
の
「
こ
ど
も
誰
で
も
通

園
制
度
」
は
、
保
育
の
必
要
性

の
あ
る
家
庭
だ
け
で
な
く
、
全

て
の
こ
ど
も
の
育
ち
の
保
障
や

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
の
強
化

が
目
的
と
さ
れ
た
国
が
実
施
す

る
新
た
な
給
付
制
度
で
あ
る
。

全
国
の
自
治
体
で
の
実
施
が
義

務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本
条
例

の
制
定
は
妥
当
な
も
の
と
考
え

る
。

反
対
乳
幼
児
期
は
、
同
じ
大
人

と
安
定
し
た
関
係
の
中
で
過
ご

す
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
。

短
時
間
で
不
定
期
利
用
が
中
心

と
な
る
こ
の
制
度
が
、
こ
ど
も

に
と
っ
て
本
当
に
良
い
か
、
十

分
な
検
証
が
さ
れ
て
い
な
い
。

保
育
士
の
確
保
等
、
他
に
も
優

先
す
べ
き
課
題
が
あ
る
と
考
え
、

反
対
す
る
。

●
公
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部

改
正

（
第
89
号
議
案
）

　

蒲
郡
北
部
小
学
校
及
び
蒲
郡

西
部
小
学
校
を
廃
止
し
、
蒲
郡

市
立
た
ち
ば
な
小
学
校
を
設
置

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

現
時
点
に
お
い
て
西
部
小

学
校
の
跡
地
は
ど
の
よ
う
に
利

用
す
る
予
定
か
。

答　

令
和
７
年
11
月
５
日
に
開

催
し
た
第
５
回
地
域
説
明
会
の

中
で
、
基
本
的
な
考
え
と
し
て

は
民
間
活
力
に
よ
る
利
活
用
を

想
定
し
て
い
る
と
説
明
し
ま
し

た
が
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ

り
、
今
後
地
域
の
方
々
や
民
間

の
利
活
用
の
意
向
を
把
握
し
た

上
で
、
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

問　

西
部
小
学
校
の
跡
地
利
用

に
つ
い
て
、
地
元
の
人
か
ら
意

見
等
を
も
ら
っ
て
い
る
か
。

答　

昨
年
度
か
ら
今
年
度
に
か

け
て
、
合
計
５
回
の
地
域
説
明

会
を
開
催
し
、
参
加
し
た
地
域

の
人
等
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
ま
し
た
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
本
案
は
、
蒲
郡
北
部
小
学

校
及
び
蒲
郡
西
部
小
学
校
を
廃

止
し
、
蒲
郡
市
立
た
ち
ば
な
小

学
校
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い

本
条
例
の
整
理
等
を
行
う
も
の

で
あ
り
、
必
要
な
改
正
で
あ
る

と
考
え
、
本
議
案
に
賛
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

	 3	日	 本会議〔会期の決定、諸般の

			   報告、議案説明、質疑、討論、

採決、一般質問など〕

	 4	日	 本会議〔一般質問〕

	 5	日	 本会議〔一般質問〕

	 8	日	 総務委員会

	 9	日	 経済委員会

	10	日	 議会運営委員会理事会

			   議会運営委員会

			   文教委員会

	15	日	 本会議〔委員長報告、議案説明、

質疑、討論、採決など〕

■ 12月定例会の日程

公立学校設置条例の一部改正についてなど
を議決

12月市議会定例会は、12月３日から12月15日までの13日間の会期で開き、
議案33件を審議しました。

公立学校設置条例の一部改正など、主な内容をお知らせします。

12月定例会

議　案


